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（１）データ改ざん・不正に関する調査結果
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Ⅰ 主な経緯

■H18.11.15：中国電力　下関発電所冷却用海水の取水温度について（公表）

■ 11.30：柏崎刈羽１・４号機復水器海水出口温度の改ざんについて（公表）

■ 12. 5：福島第一１号機復水器海水出入口温度の改ざんについて（公表）

■ 12. 5：国は、検査データの改ざんに係る報告徴収について指示

■H19. 1.31：検査に関するデータ処理における改ざんの有無について報告（公表）

■ 2. 1：国は、検査データの改ざんに対する追加の報告徴収について指示

■ 3.30：検査データの改ざんに関する調査結果

(4. 6) および再発防止策について報告（公表）

■ 4.20：国は、総点検結果を踏まえた特別な対応について指示

■ 5.21：当社発電設備に係る再発防止対策の行動計画について報告（公表）
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Ⅱ 調査結果の概要

（国の評価区分で表記）

区分 件数 発電所・事案件数

Ⅰ ２件 福島第一原子力発電所　１件

福島第二原子力発電所　１件

Ⅱ ９件 福島第一原子力発電所　８件

福島第二原子力発電所　２件

（１件は福島第一、第二共通の事案）

Ⅲ ２件 福島第一原子力発電所　２件

＊全て平成１４年の不祥事以前の事案
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Ⅲ 調査結果の詳細

区分Ⅰの２つの事案

福島第一原子力発電所３号機
「定期検査停止中の制御棒引き抜けに伴う原子炉臨界と運転
日誌等の改ざん」　（昭和５３年１１月）

福島第二原子力発電所４号機
「制御棒駆動機構の工事計画及び使用前検査の不正」　

（昭和６３年１０月～平成２年１月）
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福島第一３号機
「定期検査停止中の制御棒引き抜けに伴う原子炉臨界と運転日誌等の改ざん」

１．経　緯　
　・昭和５３年１１月２日、第２回定期検査中に、制御棒駆動水系の水圧制御ユニット

の隔離作業を実施していたところ、作業に問題があったため、５本の制御棒が 大
で約９０cm（全体の４分の１）引き抜け、臨界となった。

　・中性子測定器の数値や制御棒位置について、臨界の発生がなかったかのように運転
日誌等の記録を改ざんした。

51 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

47 ＋ ＋ ＋ 12 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

43 ＋ ＋ 04 06 10 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 08

39 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

35 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

31 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

27 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

23 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

19 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

11 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

07 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

03 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

は引き抜けた制御棒（ＣＲ）を示す。

図-1　制御棒位置

（キロワット）

通常運転時の１万分の１の出力

■は一部引き抜けた制御棒

＋は制御棒が全挿入であることを示す。

数値は制御棒縦方向の位置を示す。

（４８が全引き抜き位置）



8



9

制御棒駆動ポンプ

102弁

101弁

他の制御棒駆動機構の隔離を実施することにより
系統の圧力が上昇。高い圧力が作用した場合、わ
ずかな流れが生じる可能性がある。

制 御 棒 隔離操作中

ＣＲＤリターンライン
（原子炉への戻りライン）

制御棒引き抜け事象の操作概要
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福島第二４号機
「制御棒駆動機構（ＣＲＤ）の工事計画及び使用前検査の不正」

制 御 棒

制御棒駆動機構

直径約10cm
長さ約4.6m
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福島第二４号機
「制御棒駆動機構（ＣＲＤ）の工事計画及び使用前検査の不正」

① 第１回定期検査において、ＣＲＤ－１が故障したため、国へ
の工事計画届出なしで予備品（新品）のＣＲＤ－２に取替
（昭和６３年）

② 第２回定期検査開始前にＣＲＤ－２の国への工事計画届出を
行ったが、既にＣＲＤ－２は使用中であるため、代替品を作
り、国の使用前検査を受検（平成元年）

③ 第２回定期検査のおいて、故障したＣＲＤ－１の代わりとな
る新製ＣＲＤ－１を国への工事計画届出なしに取り付け（平
成２年）

＊ 当該のＣＲＤ２体はメーカが正規に製作したもので、定期検
査において所定の機能を有していることを確認している。
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（2）　再発防止対策
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平成14年に発表した４つの約束

情報公開と透明性の確保

業務の的確な遂行に向けた環境整備

企業風土改革

企業倫理遵守の徹底

しない風土

させない仕組み
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発電所 プレス発表 ホームページ掲載 計

福島第一 ７５件 ４，５３３件 ４，６０８件

２，４１４件福島第二 ３１件 ２，４４５件

○　全ての不適合情報を公表
　　１８年度の公表実績（事象発生分）

しない風土　～情報公開～

ホームページ
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しない風土　～企業風土改革～

エコー委員会又は
パートナーシップ委員会

協力企業の皆様からのご意見・
ご要望・改善提案に迅速かつ
誠実な回答をする　

平成1８年度受付件数
福島第一：１６１件
福島第二：　７５件

要望 照明器具があり作業し
にくい

対策 照明器具を移設

移設後
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しない風土　～企業倫理遵守～

e-ラーニングを用いた
企業倫理研修

企業倫理携帯用カード
「３つの行動」の配布
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させない仕組み

トラブル
発生

発電所として、集約して
管理する仕組みがなく

担当部署で抱え込みやすかった

平成14年
不祥事まで

不祥事以降

不適合管理委員会に
報告

水漏れ、図書の誤記など

平成18年度
福一：4,608件　福二：2,445件

全ての不適合情報を
公開

透明性の確保
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平成１４年度の総点検と今回の調査の違い

平成14年度の総点検 今回の調査

対象
設備

原子炉本体が中心
全ての設備
（設備を限定せず）

対象
期間

長で過去14年間
聞き取り可能な限り、
過去にさかのぼる

調査
方法

記録類（書類）の照合
が主体

アンケート・グループ討
議・聞き取り調査が主体

これらに基づいて、
社内文書を確認
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一連の不正・改ざん問題における課題

企
業
体
質
の
改
善

地域・社会の信頼を損なった

地域・社会の視点に立って考え・行動する

• 地域・社会の視点に立つ意識の不足

• 安全 優先の意識の不足

• 物を言えない風土
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一連の不正・改ざん問題における課題

情報公開と
透明性の確保

業務の的確な遂行
に向けた環境整備

企業風土改革

企業倫理
遵守の徹底

し
な
い
風
土

さ
せ
な
い

仕
組
み

• 説明責任を回避
• 倫理観の不足
• 工程優先の意識
• 物を言えない風土
• 上位職の行動規範が
　不明確

• データ管理が不明確
• 問題の抱え込み

• 事案の抱え込み
• 地域・社会の要請に
　対する甘さ

徹底・強化
が必要

言い出す
仕組み



21

再発防止対策の要点

・地域・社会の
　視点に立って
　考え・行動する

再発防止対策

・「しない風土」
　　の徹底

・「させない仕組み」
　　の強化

・「言い出す仕組み」
　　の構築

：従来策の徹底・強化 ：新規対策
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しない風土の徹底

●安全を 優先する意識の再徹底
→職位毎の「基本的行動規範の整備」

●透明性の向上
→発電所の運営状況を見える形で社外発信

●企業倫理意識の向上
→「企業倫理遵守に関する行動基準」の内容充実

●コミュニケーションの活性化
→各種相談窓口、企業協議会の更なる活用

不正・改ざんをしない意識の更なる徹底
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させない仕組みの強化

●海水温度データに係わる措置
→海水温度測定データの公開

●組織としての問題共有と解決の実行
→本店組織の改編

●制御棒引き抜け事象に鑑みた改善
→制御棒駆動水系の水圧上昇防止

不正・改ざんをさせない仕組みの更なる強化
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言い出す仕組み　～失敗を共有する～

トラブル
発生

問題を担当部署で
抱え込んでしまう

言い出す
仕組みなし

失敗を共有し、
同じミスを繰り返さない

発電所の安全向上

同じミスを繰り返す

言い出す
仕組みあり

避けられない
エラーは責めない

失敗を
言いだしやすく

本店の発電所
支援の強化

発電所の業務
プレッシャーの軽減
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言い出す仕組み　～失敗を共有する～

情報公開ライブラリーへ
登録

電力会社間で
情報を共有

失敗を公表

原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）
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地域・社会の視点に立って考え・行動する

地域・社会の視点に立った発電所運営

●地域のご意見を伺うために
　→広報・広聴活動をしっかり実行します

●地域・社会の要請に的確に対応するため
　→本店および発電所に「技術・広報担当」を配置
　→「地域の声委員会」を本店にも設置

●ご意見に対して、さらに迅速・的確に対応するために
　→原子力・立地本部長をヘッドとする体制を整備
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経済産業省からの行政処分・指示事項（３０項目）に対する対応

●保安規定変更命令に基づき、保安規定を改定

●再発防止対策に係る行動計画の策定

　→再発防止対策の行動計画に行政処分・指示事項を

　　盛り込んで取組む
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地域の皆さまへのお約束

　これまでご紹介した取り組みを着実に実行
することで、「安全 優先」の意識を徹底い
たします。

　そして、改めて地域の皆さまから信頼頂ける
発電所を目指して、所員一丸となって全力で努
力してまいります。

　地域の皆さまのご意見を拝聴しながら、一歩
ずつ前進いたします。
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